
議案第２４号 

 

三田市聖苑条例の一部を改正する条例の制定について 

 

三田市聖苑条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

平成２５年２月１９日提出 

 

三田市長 竹 内 英 昭    



三田市条例第  号 

 

三田市聖苑条例の一部を改正する条例 

 

三田市聖苑条例（昭和６２年三田市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第３条第４項中「本市の住民」の次に「又は市内に住所を有するもので、当該汚

物等若しくは動物の死体を保管したもの」を加える。 

第１０条第２項第２号中「動物」を「動物の死体」に改める。 

別表備考第２項中「小鳥、ねこ及び犬等の愛玩小動物」を「小鳥、ねこ、犬その

他の動物」に改める。 

付 則 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 


